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デジタル活用支援について

地域活動のデジタル化は、災害時の安否確認や、地域住民がお住いのエリアに

関する情報を入手しやすくなる等、多くの効果が期待できます。また、人と人と

が直接会えない状況でも、デジタルを活用することで住民同士の交流を図り、地

域コミュニティの繋がりを強めていくことが可能です。

そのため、町会・自治会のデジタルを活用した活動や、デジタルデバイド対策と

してスマートフォンやタブレット等を利用できない地域住民に向けた講習会など

を助成対象としました。

なお、デジタルデバイド対策として講座等を実施する場合も、今後、どのよう

なデジタルを活用した活動に繋げていきたいかを事業計画書に記載してください。

活動の内容・活動例 申請できる区分 助成率

ア）デジタルを活用した活動

（例）・YouTube等による町会イベントの配信

・ZOOM等のオンラインツールを使った講演会

・防災訓練時にSNS等を使った安否確認

・町会ホームページを使って、

町会イベント動画を配信 等

ＢーＳ、

Ｃ又はＤ区分

※ 今までに本助成金を受け

たことがない団体はＡ区分

※ 他の町会・自治会と共同

実施の場合Ｃ区分、他の地

域団体と連携実施の場合は

Ｄ区分

助成対象経費

の

１０/１０

イ）デジタルデバイド対策としての活動

（例）上記等の活動の実現に繋げていくため、

・スマホ・タブレットの使い方教室

・YouTubeの視聴方法を学ぶ講習会

・ZOOM等のオンラインツール使用講座

・SNS使い方教室

・電子回覧板アプリの導入に向けた

アプリ使用講座 等

C・D区分での申請について
単一町会・自治会については、他の単一町会・自治会と共同で実施する事業や、

地域で活動する町会・自治会以外の団体と連携して実施する事業を対象とする２

つの区分を設けています。

デジタル活用支援については、NPOやボランティア団体等によりインターネッ

ト教室といった活動も活発に行われており、こうした団体と連携していくことが

効果的です。そのため、他の地域団体と連携して実施する場合や、町会が共同し

て実施する場合も助成率１０/１０の特例を適用します。



ア）デジタルを活用した活動例

実際に提出された事業計画書・収支予算書の写しを掲載

A自治会

町会イベントの実況配信

（この事業計画書・予算収支書は、Ａ自治会様の了承を得て掲載しております。
ご協力有難うございました。）

３
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イ）デジタルデバイド対策としての活動例

実際に提出された事業計画書・収支予算書の写しを掲載

Ｂ自治会

＜事業の目的＞

・情報連絡・共有のツールとして自治会活動で使っていく土壌を

つくり、効率の良い自治会活動を目指していく。

・YouTubeを通じ、コミュニケーションの場を形成していく。

・Wifi環境のない家庭の子供たちに場所を提供し、若い世帯に

自治会の活動を理解してもらう。

タブレットの使い方講習会を開催！

＜講師の依頼先＞

①近隣に住む知り合いのシステムエンジニア

②立川市生涯学習指導協力者登録制度を利用

～問い合わせ先～

立川市教育委員会教育部生涯学習推進センター

「生涯学習情報コーナー」☎０４２－５２８－６８０３

③ボランティア・市民活動センターたちかわ

☎０４２－５２９－８３２３

（この事業計画書・予算収支書は、Ｂ・Ｃ自治会様の了承を得て掲載しておりま
す。ご協力有難うございました。）
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イ）デジタルデバイド対策としての活動例

実際に提出された事業計画書・収支予算書の写しを掲載

Ｃ自治会

スマートフォン・タブレット等の使い方や、町会活動への活用方
法について講習会を開催！

＜事業の目的＞

・資料や事業内容を見える化し、新たな会員も自治会の中身をス

ムーズに理解してもらう。

＜講師の依頼先＞

①近隣に住む知り合いのデジタルに詳しい人

（この事業計画書・予算収支書は、Ｂ・Ｃ自治会様の了承を得て掲載しておりま
す。ご協力有難うございました。）
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講師の探し方

１ 区市町村の生涯学習所管部署に相談し、指導者・講師を探す

２ 社会福祉協議会等のボランティアセンターに相談する

区市町村の生涯学習センター等では、人材（講師・指導者等）の紹介制度や、
お届け講座など、様々な制度が用意されています。

【参考】東京都生涯学習情報

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/index.html

↑ 区市町村「指導者・講師」関連情報サイトリンク集（令和２年３月
版）が掲載されています。

センターでデジタルデバイド対策のメニューを用意しているケースや、
デジタルデバイドに取り組むボランティア団体が登録しているケースがあります。

３ ＩＴ系の会社に勤めている町会・自治会員にお願いしてみる

講師をきっかけに地域活動への参加につながる場合もございます。

８



１ 区市町村の生涯学習部署に相談し、指導者・講師を探す

（令和３年３月）

９
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◇千代田区社会福祉協議会 ちよだボランティアセンター ☎03-6265-6522
◇中央区ボランティア区民活動センター ☎03-3206-0560
◇新宿区社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター ☎03-5273-9191
◇文京ボランティア支援センター ☎03-3812-3114
◇台東ボランティア・地域活動サポートセンター ☎03-3847-7065
◇すみだボランティアセンター ☎03-3612-2940
◇品川ボランティアセンター ☎03-5718-7172
◇めぐろボランティア・区民活動センター ☎03-3714-2534
◇大田区社会福祉協議会ボランティア・区民活動センター ☎03-3736-2021
◇社会福祉法人世田谷ボランティア協会 ☎03-5712-5101
◇しぶやボランティアセンター ☎03-5457-2200
◇中野ボランティア・センター ☎03-5380-0254
◇杉並ボランティアセンター ☎03-5347-3939
◇北区ＮＰＯ・ボランティアぷらざ ☎03-5390-1771
◇荒川ボランティアセンター ☎03-3802-3338
◇いたばし総合ボランティアセンター ☎03-5944-4601
◇練馬区社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進センター ☎03-3994-0208
◇足立区総合ボランティアセンター ☎03-3870-0061
◇（葛飾）地域貢献活動サポートデスク ☎03-5670-7251
◇公益財団法人えどがわボランティアセンター ☎03-5662-7671
◇八王子市ボランティアセンター ☎042-648-5776
◇ボランティア・市民活動センターたちかわ ☎042-529-8323
◇ボランティアセンター武蔵野 ☎0422-23-1170
◇三鷹市社会福祉協議会（みたかボランティアセンター） ☎0422-76-1271
◇青梅ボランティア・市民活動センター ☎0428-23-7163
◇府中ボランティアセンター ☎042-364-0088
◇昭島ボランティアセンター ☎042-544-0388
◇調布市市民プラザあくろす 市民活動支援センター ☎042-443-1220
◇小金井ボランティア・市民活動センター ☎042-387-0011
◇こだいらボランティアセンター ☎042-346-1424
◇東村山ボランティアセンター ☎042-396-1533
◇ボランティア活動センターこくぶんじ ☎042-300-6363
◇西東京ボランティア・市民活動センター ☎042-466-3070
◇ふっさボランティア・市民活動センター ☎042-552-2122
◇狛江市市民活動支援センター（こまえくぼ1234） ☎03-5761-5556
◇東大和ボランティア・市民活動センター ☎042-564-0035
◇きよせボランティア・市民活動センター ☎042-491-9027
◇多摩ボランティア・市民活動支援センター ☎042-373-6611
◇稲城市社会福祉協議会ボランティアセンター ☎042-378-3800
◇羽村市市民活動センター ☎042-555-1111
◇ボランティアセンターみずほ ☎042-557-3036
◇日の出町ボランティアセンター ☎042-597-6187
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Ｂ自治会
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１３

講師謝礼について
１人当たり、または１団体当たり、５０,０００円を超える
謝礼は原則認められません。
ただし、見積書等が提出できる場合は、助成対象経費の５割
を超えない範囲で認められます。



Ｃ自治会
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講師謝礼について
１人当たり、または１団体当たり、５０,０００円を超える
謝礼は原則認められません。
ただし、見積書等が提出できる場合は、助成対象経費の５割
を超えない範囲で認められます。


